
 

 

 

 

武蔵村山市新型コロナウイルス感染症対策本部における決定事項等について 

 

 

令和２年６月３日に開催した第１３回武蔵村山市新型コロナウイルス感染症対策本

部において、下記の事項について決定しましたのでお知らせします。 

 

記 

 

１ 東京アラートの発動について 

  令和２年６月２日に東京都が発動した東京アラートを踏まえ、公共施設の利用再開

に当たっては、令和２年５月２６日に改訂された東京都の「新型コロナウイルス感染

症を乗り越えるためのロードマップ」に従い、ガイドライン等に基づく感染拡大防止

策を徹底する。 

 

２ 新型インフルエンザ等対策本部の廃止について 

  令和２年５月２５日に緊急事態宣言が解除されたことに伴い、武蔵村山市新型イン

フルエンザ等対策本部を廃止した。 

  今後、武蔵村山市新型コロナウイルス感染症対策本部において、引き続き、感染防

止を図るための取組を推進していくこととする。 

 

３ 市主催等のイベントについて 

市主催等のイベントについて、新たに中止が決定したものは、敬老会（高齢福祉課） 

である。 
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